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１ 今後のスケジュールについて

■各回の内容予定

予定開催日 各回内容

第２回
９月１１日（木）
本日

〇今後のスケジュール説明
○事例等を踏まえた宿泊税の使途
○事例等を踏まえた宿泊税の制度

第３回
１０月２１日（火）
AM予定

○アンケート調査結果の報告
○事例等を踏まえた宿泊税の使途
○事例等を踏まえた宿泊税の制度
○第２回委員会の検討内容のうち、事務局からの回答を必要とする事柄

第４回
１１月２５日（木）
AM予定

○各回の議論の総括
○答申書に盛り込むべき事項

第５回
１２月２３日（火）
PM予定

○答申書（案）の最終的な確認
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令和７年度 令和８年度

８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

議題

宿泊税
検討委員会

その他の
日程

第２回第１回 第４回 第５回第３回

３月議会

宿泊事業者向け
アンケート

先進地
研修予定

報告書
とりまとめ

宿泊税の
必要性

１ 今後のスケジュールについて

宿泊税の
使途及び制度

とりまとめ

宿泊者向け
アンケート
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２ 先進地研修について

■研修先（調整中） １１月１１日（火）予定

・長崎市（令和５年度導入）

九州内に所在する宿泊税徴収開始済の自治体のうち、導入時期が最も新しく、かつ、システム整備交付
金を導入している団体であるため。

自治体名 福岡県 福岡市 北九州市 長崎市

課税客体 旅館業法上のホテル、旅館、簡易宿泊所

課税標準 １人あたりの１泊の料金

納税義務者 宿泊者

徴収方法 特別徴収

特別徴収義務者 宿泊事業者

税率 ２００円
①２万円未満：１５０円
②２万円以上：５００円

１５０円
① １万円未満：１００円
② １万円以上２万円未満：２００円
③ ２万円以上：５００円

免税点 なし

課税免除対象 なし
修学旅行その他学校行事に参加・引率する者
その他市長が認める者

特別徴収交付金額

納期内納入額の３．０％（令和7年度以降は2.5％）
【交付上限額】２００万円
※（令和2年度～令和6年度）期間内にすべて電子申告し、納期限までに納入する：
さらに3.5％加算）
納期内納入額の３．０％（令和7年度以降は2.5％）
【交付上限額】２００万円
※（令和2年度～令和6年度）期間内にすべて電子申告し、納期限までに納入する：
さらに3.5％加算）

納期限内納入額の2.5％
【交付上限額】
５０万円
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２ 先進地研修について

■研修内容（調整中）

＜長崎市役所＞

〇 宿泊税の使途事業について

・ 特に、宿泊客の（市中における）受入環境整備や、宿泊客への情報提供に係る事業について、現地を
視察

〇 宿泊税システム整備交付金について

＜長崎市内の宿泊事業者＞

〇 宿泊税の導入に伴い整備すべきシステムや、新たに発生した業務等について

〇 宿泊施設に対する宿泊税の使途事業について
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２ 先進地研修について

（参考）長崎市の令和６年度の宿泊税活用事業
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２ 先進地研修について

（参考）長崎市の令和５年度の宿泊税活用事業（実績）
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